
 

 

 

  

 

 

平成 26 年 6 月 30 日号 

東海地方は、平年より４日はやく、６月４日頃、 

梅雨入りし、街角では、色々な紫陽花が咲き乱れ、 

クチナシの甘い香りが漂う季節となりました。 

6 日には行政不服審査法関連３法が成立するなど 

近時、気になっているトピックスをとりあげ、 

弊事務所の事務所通信第２号をお届けします。 
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  行 政 不 服 審 査 法 関 連 ３ 法 の 成 立 

１.  はじめに 

２. 現行の国税に係る不服申立手続について 

行政不服審査法は、昭和３７年の制定以来、実質的な法改正がありませんでしたが、

時代に即した見直しの必要性が指摘されており、本年６月６日、実に半世紀ぶりの 

改正となる行政不服審査法及び関連２法（以下、「関連３法」＊）が、成立しました。 

そこで、公布されたばかりの関連３法をもとに、国税に係る
、、、、、

不服申立手続が、どの

ようになるかについて、概観してみたいと思います。 

＊行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号） 

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 26 年法律第 69 号） 

行政手続法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 70 号） 

 

改正法を概観する前に、現行法の下で、国税に関する法律に基づく処分に対する

不服申立てがどのようになっているかを確認しておきたいと思います。 

行政不服審査制度は、行政処分等に関し、行政庁に対して
、、、、、、、

、国民がその見直しを

求め、不服を申し立てる手続をいいます。この行政不服審査制度について規定して

いるのが、行政不服審査法です。 

 もっとも、現行国税通則法は、第８章第一節「不服審査」で、「異議申立て」と「審

査請求」に関する規定を設け、同法第 80 条 1 項は、「国税に関する法律に基づく処

分に対する不服申立てについては、この節その他国税に関する法律に別段の定めが

あるものを除き、行政不服審査法 （第二章第一節から第三節まで（不服申立てに係

る手続）を除く。）の定めるところによる」と規定しています。つまり、このような

同条項の括弧書きにより、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てにつ

いて適用される行政不服審査法は、「第一章 総則」等に限られ、「異議申立て」と

「審査請求」の手続については、主に、国税通則法が適用されるということです。 

 しかも、行政事件訴訟法 8 条 1 項本文は、「処分の取消しの訴えは、当該処分につ

き法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起する

ことを妨げない。」と自由選択主義をとる一方、同条但書は、「ただし、法律に当該

処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提

起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。」と規定するところ、

国税通則法 115 条 1 項本文は、「国税に関する法律に基づく処分（…）で不服申立て

をすることができるものの取消しを求める訴えは、異議申立てをすることができる

処分（…）にあっては異議申立てについての決定を、審査請求をすることができる

処分にあっては審査請求についての裁決をそれぞれ経た後でなければ、提起するこ

とができない。」と規定し、二重の不服申立前置を定めています。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%96%40%88%ea%98%5a%81%5a&REF_NAME=%8d%73%90%ad%95%73%95%9e%90%52%8d%b8%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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以下に、現行国税通則法下における税務署長の処分に係る不服申立手続の流れを例

示してみましたが、税務署長の処分を受けた者は、青色申告書に係る更正の場合等を

除いて（＊）、異議申立てと審査請求という 2 段階もの行政庁に対する不服申立手続を

経なければ、裁判所に訴えを提起できないということです。 

＊例えば、法人税法には青色申告制度があり、青色申告書にかかる更正処分に不服があるときは、 

異議申立てを経ずに、直接審査請求することができます。 

 

現行 

このような二重の不服申立前置の趣旨について、最判 49.7.19 は、「国税の賦課

に関する処分が大量かつ回帰的なものであり、当初の処分が必ずしも十分な資料と

調査に基づいてされえない場合があることにかんがみ、まず、事案を熟知し、事実

関係の究明に便利な地位にある原処分庁に対する不服手続によつてこれに再審理

の機会を与え、処分を受ける者に簡易かつ迅速な救済を受ける道を開き、その結果

なお原処分に不服がある場合に審査裁決庁の裁決を受けさせることとし、一面にお

いて審査裁決庁の負担の軽減をはかるとともに、他面において納税者の権利救済に

つき特別の考慮を払う目的に出たものであり、租税行政の特殊性を考慮し、その合

理的対策としてとられた制度である」と判示しています。 
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要は、二重の不服申立前置は、「納税者の権利救済につき特別の考慮を払」いつつ、「租

税行政の特殊性」を考慮し「合理的対策としてとられた制度」なのです。納税者が処分に

不満があったとしても、まず、原処分庁で見直しをしてもらい、それでも不服があれば、

国税不服審判所に審査してもらい、それでもまだ不満があれば、やっと裁判所に処分をチ

ェックしてもらえるというわけです。租税の確定と徴収に関する処分は毎年大量にあるか

ら、これに不満がある納税者がいきなり国税不服審判所や裁判所にきてもらっては困ると

いうことでしょうが、果たして２段階も必要なのか、憲法３２条の定める「裁判を受ける

権利」の保障との関係でも疑問を禁じ得ません。 

しかも、日弁連は、平成２４年１２月２１日、「国税不服審判所及び租税訴訟の制度改

革に関する提言」をだしていますが、その中で、「不服申立前置強制の必要性として従来

説明されてきた課税処分に関する紛争の大量かつ反復性という立法事実は、実際には存在

していないことが、近時課税当局によって明らかにされている。」としています。 

また、異議に係る実質審理は、調査担当部門とは別の審理専門官が担当するとされてい

ますが、例えば、名古屋国税局調査部の職員の調査に基づき、税務署長が更正処分等を行

った場合、原則として、名古屋国税局長に対して「異議申立て」をすることになるのです

が、これを審理し、異議決定を起案するのは、名古屋国税局の調査部内にある調査審理課

となります。しかも、異議決定になお不服があり、国税不服審判所に対して「審査請求」

をする場合、訴訟でいう「答弁書」にあたる書面を起案するのも、調査審理課なのです。 

国税不服審判所については、「その基本理念は、公正手続の観点から執行機関（租税の確

定と徴収に当たる租税行政庁）と裁決機関とを分離することにある。」とされますが（金子宏

『租税法』776 頁）、国税不服審判所長は、財務大臣の承認のもとに国税庁長官により任命

され（国税通則法 78 条 2 項）、しかも、後述するように、平成２６年度税制改正により国

税通則法が改正されるまで、「国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されて

いる法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行なう際

における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその

意見を国税庁長官に申し出なければならない」（改正前国税通則法 99 条 1 項）上、「国税

庁長官は、前項の申出があった場合において、国税不服審判所長に対し指示
、、

をするときは、

国税不服審判庁の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、且つ、国税庁長官が当

該意見を相当と認める場合を除き、国税審議会の議決に基づいてこれをしなければならな

い。」（同条 2 項）とされていたのですから、組織上、国税不服審判所の第三者性に疑問が

呈されても致し方がないことでしょう。しかも、国税不服審判所の審判官の多くは国税庁

の出身者が占めていたため、平成 23 年度税制大綱では、国税不服審判所の審理の中立性・

公正性を向上させる観点から、国税審判官への外部登用を拡大することとされました。 

 国税不服審判所の審理手続が対審構造をとっていないこと、証拠開示について、処分行

政庁の提出した証拠について閲覧のみが定められ（同法 96 条 2 項 1 文）、閲覧拒絶も可能

であり（同条 2 文）、謄写については規定がなく、審判所が収集した証拠（同法 97 条）に

ついては閲覧すら認められていないことも、納税者の手続保障の観点から、問題がありま

す。 
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３. 関連３法の下での国税に係る不服申立手続について 

「判断権者が一方当事者のみと接触することは、…禁止されるということは、適

正手続保障の一つの重要原則」だとされています（上記日弁連の提言 3 頁）。しか

るに、先の例で、仮に、名古屋国税不服審判所（名古屋国税第二総合庁舎に入っている。）

の審判官が、答弁書でわからないことについて、調査審理課（第二総合庁舎と通りを

隔てた名古屋国税総合庁舎に入っている。）を訪れ、質問し、証拠書類を収集しても、

納税者はこれを知り得ない可能性があるのです。 

(1) 不服申立前置の存置、二重前置の解消と再調査の請求について 

総務省行政管理局の「行政不服審査法関連三法について」（平成 26 年 6 月）

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000297540.pdf）によれば、改正行政不服

審査法による主な見直しとして、「不服申立前置の見直し」があげられており（上記

4 頁）、「二重前置は全て解消」とされています。もっとも、行政の処分に不服がある

場合に、不服申し立てをするか、直ちに出訴するかは、自由選択が原則としつつも、

「大量の不服申立てがあり、直ちに出訴されると裁判所の負担が大きくなると考えら

れる場合」に不服申立前置を存置する例として、国税通則法が挙げられています。 

そこで、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（以下、「整

備法」といいます。）による国税通則法の改正部分をみてみますと、改正国税通則法

115 条 1 項は、「国税に関する法律に基づく処分…で不服申立てをすることができる

ものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起す

ることができない。」とし、現行国税通則法が二重の不服申立前置として異議申立て

を要求していた部分は削除されています。 

では、現行国税通則法下の「異議申立て」はなくなったのかというと、改正国税通

則法 81 条以下に、「再調査の請求」という制度が設けられています。 

この「再調査の請求」という名称は、再度の税務調査ととられかねないとの意見が

あることから、再調査の請求は、「処分庁が簡易に処分を見直す事後救済手続である

ことを国民に十分説明すること。」が、両院の総務委員会で付帯決議されています。 

(2) 不服申立期間 

不服申立期間は、改正不服審査法 18 条と平仄をあわせ、現行の２カ月から、３カ

月に、伸長されています（改正国税通則法 77 条 1 項）。 

(3) 標準審理期間の設定 

迅速な審理を確保する観点から、不服申立てについての決定又は裁決をするまでに

通常要すべき標準審理期間の設定についても、改正不服審査法 16 条と平仄をあわせ、

新たな規定が設けられました（改正国税通則法 77 条の 2）。 
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(4) 口頭意見陳述の際の原処分庁への発問、証拠書類等の閲覧謄写、審理手続の計

画的進行 

審査請求について、審査請求人等の口頭意見陳述（改正国税通則法 95 条の 2

第 1 項）に際し、「原処分庁に対して、質問を発することができる。」（同条 2 項）

という条項が設けられました。 

 また、審理関係人による物件の閲覧について、審判所が収集した証拠（同法

97 条）も含めて、担当審判官に対し、閲覧又は写しの交付を求めることができ

る（同法 97 条の 3 第 1 項。但書で拒絶できる場合あり。）等とされています。 

 審理手続の計画的遂行についての規定（同法 97 条の 2）も新設されました。 

(5) 以下に、整備法による改正国税通則法下における税務署長の処分に係る不服申

立手続の流れを例示してみます。 
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平成 26 年度税制改正の大綱（H25.12.24）における 

国税不服申立制度の見直し 

整備法による 

改正国税通則法の主な条文 

(1) 処分に不服がある者は、直接審査請求ができることとする（現行：「異

議申立て」と「審査請求」の２段階の不服申立前置）。なお、現行の審

査請求に前置する「異議申立て」は「再調査の請求（仮称）」に改める。 

115 条 

第８章第１節第２款（81 条

から 86 条） 

(2) 不服申立期間を処分があったことを知った日の翌日から３月以内

（現行：２月以内）に延長する。 

77 条 

(3) 審理関係人（審査請求人、参加人及び処分庁）は、担当審判官の職

権収集資料を含め物件の閲覧及び謄写を求めることができることと

する（現行：審査請求人及び参加人の処分庁提出物件の閲覧のみ）。 

97 条の 3 

(4) 審査請求人の処分庁に対する質問、審理手続の計画的遂行等の手続

規定の整備を行う。 

95 条の 2 

97 条の 2 

(5) 国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁決をするときは、国

税不服審判所長は、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなけ

ればならないこととする。国税庁長官は、国税不服審判所長の意見

を相当と認める一定の場合を除き、国税不服審判所長と併せて国税

審議会に諮問することとする。国税不服審判所長は、その議決に基

づいて裁決しなければならないこととする。 

※ 平成 26 年度税制改正に伴

う所得税法等の一部を改

正する法律（平成 26 年法

律第十号）による国税通則

法改正で対応（改正国税通

則法 99 条）。 

(6) その他所要の措置を講ずる。 （略） 

 

  

行政不服審査法関連三法は、平成 26 年 6 月 6 日に成立し、同年同月 13 日に公

布されたばかりであり、その施行は、改正行政不服審査法と整備法については、公

布後 2 年以内、改正行政手続法については、平成 27 年 4 月 1 日とされています。 

成立間もない現在では、入手できる情報が限られますが、取り急ぎ、概要をまと

めてみました。 

 今後も、必要なフォローをしていきたいと思っています。 

４.むすび 

(6) なお、行政不服審査法関連三法の成立に先立ち、平成２６年度税制改正に伴

う所得税法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第十号）による国税通則法改

正では、国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁決をする場合、国税不

服審判所長が国税庁長官に通知しなければならず、国税庁長官は、国税不服審判

所長の意見を相当と認める一定の場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該

意見について国税審議会に諮問し、国税不服審判庁は、その議決に基づいて裁決

しなければならない（改正国税通則法 99 条 2 項）等とされ、前述した現行国税

通則法における国税庁長官の「国税不服審判所長に対する指示」という部分は、

削除される等しています。 
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論 文 の コ ピ ペ と 著 作 権 法 

 

弁護士 

 

法学部生 

私の法学部は、卒論がなくて、ゼミのレポートがあるくらいですが、

他人の論文やレポートの文章や図表、データ等を勝手にコピペしたら、

著作権侵害になるんでしょうか？ 

 

弁護士 

 

法学部生 

最近、巷で話題の論文のコピペ（コピー＆ペースト）。 

他人の論文のコピペは、何となくまずそう…と、最高学府の徒でなくとも思うのでは！？ 

と思いきや、インターネットが発達してから教育を受けてきた世代では、そうでもないとか…。 

そもそも、論文のコピペは、“論文のお作法”に反するからよくないのでしょうか、 

それとも、法律的にも問題があるのでしょうか。 

今回は、著作者等の権利の保護を目的とする著作権法の基礎について、論文のコピペ問題とか

らめて、取り上げてみたいと思います。 

著作権のうち、複製権（著作権法 21 条）は、”copyright”という 

英単語をみればわかるように、著作権の基いとなった支分権であり、

「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に 

再製すること」と定義されています（同法 2 条 1 項 15 号）。 

コピペ ”copy and paste” は、まさしく、複製行為に当たるとも 

思われます。 

でも、著作権侵害にあたるかは、もう少し考慮が必要です。 

ああ、著作権法上の「引用」にあたれば、大丈夫なんですよね！ 

そうですね。著作権法は、「引用」（同法 32 条）など、一定の場合、 

著作権者の権利を制限する規定を設けています。 

つまり、「引用」に該当すれば、著作権侵害にはなりません。 

「引用」と認められるには、引用する部分をかぎ括弧でくくったり、 

あくまでも引用する部分が「従」となるよう引用する量に気をつける等

しなければなりません。出所を明示する義務もあります。 

また、特に、自然科学系の論文の場合等、コピペした部分に、 

そもそも著作物性があるかが問題となることもあります。著作権法上、

保護される「著作物」（同法 2 条 1 項 1 号）であると認められなければ、

これを複製しても、著作権侵害にはなりません。 
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論文のコピペと著作権法の基礎的なお話 

 

１．著作権の侵害とは 

著作権は、「権利（支分権）の束」であるといわれます。 

つまり、著作権は、著作物を使うすべての行為を対象としているわけではないので、

どの支分権（著作権法 21 条から 28 条）の対象でもない行為を、著作権者の許諾なく

行っても、著作権侵害とはなりません。 

 著作権の支分権の一つである複製権（同法 21 条）は、「印刷、写真、複写、録音、

録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義される（同法 2 条 1 項 15 号）

ところ、コピペは、一般に、パソコン上で選択した部分を複写し、別のところに転写

することを指しますので、まさしく、複製行為にあたると思われます。 

 

  

また、複製権侵害となるためには、既存の著作物に依拠
、、

して同一
、、

あるいは類似
、、

のも

のを再製することが必要です（最判昭 53.9.7 参照）。つまり、他人の著作物を模倣す

ることが必要で、偶然、類似してしまった場合には、著作権侵害にはなりません。 

 もっとも、依拠性は、「多くの著作物の場合、相当程度類似しているか否か、つま

り依拠していない限りこれほど類似することは経験則上あり得ないということで立

証される」（中山信弘『著作権法』463 頁）ところ、コピペの場合、機械的な方法に

より複写・転写を行うのですから、通常、依拠性は問題にならないでしょう。 

 

  

http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3
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２．「引用」（著作権法 32 条）について 

学問は、先人たちの研究等の上になりたっているのであり、自分の論文において、著

作権者の許諾を得ない限り、他人の著作物を全く利用できないというのでは不便です。 

この点、著作権法は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。」（同

法 32 条 1 項 1 文）と規定し、一定の要件のもと、著作権者の権利を制限しています。 

引用の要件ですが、著作権法は、「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、

かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなけれ

ばならない」（同法同条項 2 文）と規定しています。この点、最高裁は、「引用にあたる

というためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引

用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著

作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないとい

うべき」（最判昭 55.3.28）と判示しています。そこで、引用する部分をかぎ括弧でくく

る等して引用する部分を他の部分から明瞭に区別し（明瞭区別性）、また、引用される

部分が自らの著作物において従となるようバランス等に配慮しなければなりません（主

従関係）。 

また、引用する場合、「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認

められる方法及び程度により、明示しなければならない」として、出所明示義務が課さ

れています（同法 48 条 1 項 1 号）。出所明示義務は、形式的には引用の要件ではあり

ませんが、「本件書籍に翻訳部分を掲載するに当たり、翻訳部分を括弧で区分すること

によって、他の部分と明瞭に区別して引用であることを明らかにはしたものの、翻訳部

分を本件翻訳台本から複製したものであることࠀ明法

は 、公正なᜀすࡷもࠀ

ϝ で き な い と い ル で の で ࠲ 法

Жとして、
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３．著作物性について 

 著作権法によって保護されるためには、著作物である必要があるところ、同法は、

その定義について「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、

美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定しています（同法 2 条 1 項 1 号）。 

 論文やレポートの文章や図表は、一般的には、著作物性が認められやすいですが、

実験結果等のデータやグラフにも、著作物性は認められるのでしょうか。 

この点、京都大学が工学博士を授与する基となった学位論文が自己の著作物を盗

用しているとして争われた知財高判平 17.5.22 は、「実験結果等のデータ自体は、事

実又はアイディアであって、著作物ではない以上、そのようなデータを一般的な手

法に基づき表現したのみのグラフは、多少の表現の幅はあり得るものであっても、

なお、著作物としての創作性を有しない」と判示しています。 

 つまり、実験結果等のデータ自体は、著作物とは認められませんし、かかるデー

タを一般的な手法に基づいてグラフにしただけでは、やはり、著作物と認められな

いことが多いでしょう。 

また、コピペの事案ではありませんが、医学部の学術論文に関する裁判例（知財

高判平 22.5.27）では、「著作権法により保護されるためには、思想又は感情が創作

的に表現されたものであることが必要である。そして、当該記述が、創作的に表現

されたものであるというためには、厳密な意味で、作成者の独創性が表現として現

れていることまでを要するものではないが、作成者の何らかの個性が表現として現

れていることを要する。」等とした上で、「自己の論文の前提として、言及する対象

となる先行研究成果がどのようなものであるかは、事実に関する事柄であるから、

その事実を紹介する記述内容は、執筆者によって、さほど異ならないのは通常であ

り、また、表現の選択の幅も狭いものとなる」とも判示しています（結論として、

創作性がないことを理由に侵害を否定。）。 

一般的にいって、自然科学系の論文の方が、著作物性が問題になりやすいかもし

れません（著作権法による保護の話であり、自然科学系の論文で、データの盗用や

論文の剽窃が許されるという意味ではありません。） 

自然科学（発光ダイオードの研究）の学術論文について、著作者人格権・著作財産権

の侵害を否定した裁判例（大阪地判昭 54.9.25）は、「自然科学上の法則やその発見

及び右法則を利用した技術的思想の創作である発明等は、万人にとつて共通した真

理であつて、何人に対してもその自由な利用が許さるべきであるから、著作権法に

定める著作者人格権、著作財産権の保護の対象にはなり得」ないが、「自然科学上の

法則やその発見及びこれを利用した発明等についても、これを叙述する叙述方法に

ついて創作性があり、その論理過程等を創作的に表現したものであつて、それが学

術、美術等の範囲に属するものについては、その内容とは別に、右表現された表現

形式が著作物として、著作者人格権・著作財産権の保護の対象となり得る」とも、

判示しています。 
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「たとい固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認め

られない場合であっても，公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資

産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは，これによって損害を被った当

該納税者は，地方税法 462 条 1 項本文に基づく審査の申出及び同法 434 条 1 項に基づく取消

訴訟等の手続を経るまでもなく，国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。」 

 先日、テレビの情報番組を見ていたら、埼玉県新座市で、27 年間にわたり、土地・建物の

固定資産税・都市計画税を過徴収していたことが、当該土地・建物の公売後、落札者である

不動産業者からの指摘で発覚した旨、報道していました。小規模住宅用地に対する特例が、

適用されていなかったようです。 

 固定資産税は、固定資産（土地、家屋及び償却資産）を課税物件とし、その所有者を納税

義務者として課される地方税です（地方税法 341 条以下）。 

 大部分の租税は、税額の確定を要しますが、その方式には、申告納税方式と賦課課税方式

があります。申告納税方式は、納付すべき税額が納税者の申告によって確定することを原則

としており、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税等、多くの国税がこれによっていま

す。これに対し、納付すべき税額がもっぱら租税行政庁の処分によって確定するのが、賦課

課税方式です。地方税については、賦課課税方式（普通徴収）が原則的な方法とされており、

固定資産税も、市町村等から納税通知書が送達されることにより、固定資産税が確定・請求

されます。 

不動産をご所有の方は、毎年 4 月頃に、納税通知書を受け取っておられることと思います

が（賦課期日は毎年 1 月 1 日）、よもや、納税額が誤っているとは思われない方が多いので

はないでしょうか。 

 しかしながら、固定資産税の過徴収は、全国的に、決して稀なことではなく、まずは、納

税者自らチェックする必要があります。過徴収の原因には色々あるようですが、固定資産税

の課税は、税率をはじめ市町村等により詳細が異なるので、市町村等のホームページ等で、

その概要を把握するとよいでしょう。 

もし、固定資産税の過納が発覚した場合、何年分まで遡って還付してもらえるでしょうか。 

 この点、冷凍倉庫業界で固定資産税の過徴収が相次いで全国的に発覚したことがあったの

ですが（冷凍倉庫を一般倉庫として評価したことが原因）、還付される期間は、市町村等に

よってまちまちだったようです。ちなみに、固定資産税の賦課決定に誤りがある場合、減額

更正して還付する必要があるのですが、「更正又は決定は、法定納期限（…）の翌日から起

算して五年を経過した日以後においては、することができない」（同法 17 条の 5）とされて

いるのです。この点、最判平 22.6.3 は、昭和 63 年度から平成 18 年度まで冷凍倉庫を一般

倉庫として評価され固定資産税等の過納となったが、平成 14 年度までしか還付等されなか

ったため、国家賠償法に基づき、昭和 63 年度から平成 13 年度までの過納金相当額等を求め

たという事案でした。国家賠償請求の除斥期間は、一般に、20 年（国家賠償法 4 条、民法

724 条後段）ですが、取消訴訟等の手続を経ない国家賠償請求の有無が問題となり、最高裁

は以下のように判示してこれを認め、破棄差し戻しています。 

 冒頭の新座市の例でも、報道によれば、20 年前まで遡っての還付はなされているようです。 

過 納 さ れ た 固 定 資 産 税 と 国 家 賠 償 請 求 


